
320ｍ 

240ｍ 

320ｍ 

160ｍ 

90ｍ 

160ｍ 

400ｍ 

240ｍ 

80ｍ 

480ｍ 

640ｍ 

720ｍ 

80ｍ 

1,000ｍ 

1,000ｍ 

90ｍ 

0ｍ 

0ｍ 

制限高：滑走路北端から１，０００ｍまで 角度１／８の面 

 

例）滑走路北端から距離４００ｍのラインにおいては、 

４００×１／８＝５０ 

物件の高さが５０ｍに達さないこと（物件の所在地の標高が、ヘ

リポートの標高（１２９．７ｍ）と等しい場合） 

○進入表面（北側） 

角度１／８の面 

 

０ｍ 
１，０００ｍ 

○転移表面（西側） 

 角度１／２の面 

０ｍ ９０ｍ 

制限高：滑走路西端から９０ｍまで 角度１／２の面 

 

例）滑走路西端から距離４０ｍのラインにおいては、 

４０×１／２＝２０ 

物件の高さが２０ｍに達さないこと（物件の所在地の標高

が、ヘリポートの標高（１２９．７ｍ）と等しい場合） 

制限高：滑走路南端から１，０００ｍまで 角度１／８の面 

 

例）滑走路南端から距離４００ｍのラインにおいては、 

４００×１／８＝５０ 

物件の高さが５０ｍに達さないこと（物件の所在地の標高が、ヘ

リポートの標高（１２９．７ｍ）と等しい場合） 

０ｍ １，０００ｍ 

○進入表面（南側） 

 角度１／８の面 

 

制限高：滑走路東端から９０ｍまで 角度１／２の面 

 

例）滑走路東端から距離４０ｍのラインにおいては、 

４０×１／２＝２０ 

物件の高さが２０ｍに達さないこと（物件の所在地の標高

が、ヘリポートの標高（１２９．７ｍ）と等しい場合） 

○転移表面（東側） 

 角度１／２の面 

○水平表面 

 ヘリポート滑走路の中心点から半径 

 ２００ｍの円 

制限高：ヘリポートの標高（１２９．７ｍ） 

    に対して４５ｍの高さの面 

○複数の面が重なる場所では、最も低い高さが適用されます。 

○建築物だけではなく、クレーン等の仮設工作物も同様の制限 

を受けます。 

栃木ヘリポート制限表面の概要 

 栃木ヘリポートの周辺（右の図の範囲）では、建築物、仮設

工作物、植物等の物件の高さに制限があります。 

※縮尺の関係で、図には多少のゆがみ・ズレがあり 

ます。 

◎制度・制限範囲の詳細は栃木ヘリポート管理事務

所にお問い合わせ願います。 

栃木県芳賀町芳賀台１２８－１ 

電話０２８－６７７－４５４５ 

０ｍ ９０ｍ 

（別紙） 

栃木ヘリポート

滑走路 

960ｍ 

880ｍ 

800ｍ 

560ｍ 

400ｍ 

480ｍ 

640ｍ 

560ｍ 

720ｍ 

800ｍ 

880ｍ 

960ｍ 


